
定期予防接種は定められた

接種期間であれば

無料で接種できます

こどもの予防接種 ～こどもを感染症から守るために、予防接種を受けましょう～

【注意事項】
・大分県内の契約医療機関であれば同様に接種で

きます。
・体調の良い時に予防接種しましょう。

・予防接種する前には説明書を読んでおきましょ
う。母子健康手帳も持って行きましょう。

【日本脳炎特例対象者】
平成７（1995）年4月2日～平成19年
（2007）年4月1日生まれの人で、4回の接種を

受けていない人は、20歳未満であれば定期接種と

して残りの回数分を受けることが可能です。

また、平成19（2007）年4月2日～平成21

（2009）年10月1日生まれの人に対しても、9
歳～13歳未満の間に、第1期（3回）の不足分を

定期接種として接種できます。

【任意予防接種】
津久見市は任意予防接種

（三種混合（追加）、不活化ポリ

オ（追加）、ロタウイルス（10月

から定期予防接種）、おたふくか

ぜ、インフルエンザ）の接種費用を
助成しています。

ただし、津久見市内の医療機関で接種した場
合に限ります。

接種対象年齢 望ましい接種時期

初回２回 27日以上

追加１回 １回目から１３９日以上

初回３回 27日(医師)が認める場合は20日）以上

追加１回 初回終了後７月から１３月

初回３回
・生後24月までに完了

２７日以上

追加１回 初回終了後６０日以上

1歳に至るまで
生後５月に達した時から生後８月に達
するまで

１回

１期
初回

生後３月から生後９０月に至るまで
生後３月に達した時から
生後１２月に達するまで

３回 ２０日以上

１期
追加

生後３月から生後９０月に至るまで（初
回接種終了後、６月以上の間隔をおく）

初回接種終了後
１２月から１８月までの間隔をおく

１回 初回終了後６月以上

１１歳以上１３歳未満
１１歳に達した時から
１２歳に達するまで

１回

１期 １回

２期 １回

１期
初回

生後6月から生後90月に至るまで
３歳に達した時から
４歳に達するまで

２回 ６日以上

１期
追加

生後６月から生後90月に至るまで
(1期初回終了後6月以上、標準的にはお
おむね1年を経過した時期）

４歳に達した時から
５歳に達するまで

１回

２期 9歳以上13歳未満
９歳に達した時から
１０歳に達するまで

１回

初回 生後12月から生後１５月に至るまで １回

追加
初回接種終了後3月以上、標準的には6
月から12月までの間隔をおく

１回

12歳となる日の属する年度の初日から
16歳となる日の属する年度の末日まで
の間にある女性

中学1年生 3回
※現在、積極的勧奨は行っていませ
ん。（今後変更がありましたら、市報
等でお知らせします）

１歳以上 １歳代 １回 市内の医療機関のみ無料です

１回 市内の医療機関のみ無料です

経口弱毒生ヒトロタウ

イルスワクチン ２回 ４週間隔（市内の医療機関のみ無料です）

五箇経口弱毒生ヒトロ

タウイルスワクチン ３回 ４週間隔（市内の医療機関のみ無料です）

２回

1回

1回 市内の医療機関のみ無料です

１回 市内の医療機関のみ無料です

インフルエンザ
13歳以上の中学生

２回接種の場合は６日以上あけます。
接種費用から１，０００円を助成しています

（市内の医療機関のみ助成対象です）

三種混合（追加）
(ジフテリア、破傷風、百日咳）

ポリオ（不活化、追加）

５歳以上７歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の１年前の日から当
該始期に達する日の前日まで

　日本小児科学会より、日本脳炎流行地
域に渡航・滞在する小児、最近日本脳炎
患者が発生した地域・ブタの日本脳炎抗
体保有率が高い地域に居住する小児に対
して、生後６か月からの定期接種開始が
推奨されています。

任
意
予
防
接
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生後６月から１３歳未満

５歳以上７歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の１年前の日から当
該始期に達する日の前日まで

ロタ
ウイルス

（嘔吐下痢）

生後６週～生後２４週

生後６週～生後３２週

日本脳炎

水痘
（みずぼうそ

う）

生後１２月から生後３６月に至るまで

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ） ５歳以上７歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の１年前の日から当

該始期に達する日の前日まで

定
期
予
防
接
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ヒトパピローマ

ウイルス感染症

（子宮頸がん予防）

結核（ＢＣＧ）

四種混合
(ポリオ、ジフ
テリア、破傷
風、百日咳）

二種混合
（ジフテリア、破傷風）

麻しん
風しん
（ＭＲ）

生後１２月から生後２４月に至るまで

５歳以上７歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の１年前の日から当
該始期に達する日の前日まで

対象疾病

小児の肺炎球菌感染症
（肺炎球菌による化膿性髄膜
炎、敗血症、喉頭蓋炎や中耳
炎、副鼻腔炎などの予防）

※　接種開始が以下の場合は回数が異なります。
・生後７月に至った日の翌日～生後12月に至るまでの場合
　　　　　　　　　　初回２回(生後２４月までに完了）、追加１回
・生後１２月に至った日の翌日～生後２４月に至るまでの場合：２回
・生後２４月に至った日の翌日～生後６０月に至るまでの場合：１回

生後２月から生後60月に至るまで
生後２月から生後７月に至るまで
追加接種は、生後12月から生後15月に
至るまで

回数等

B型肝炎

１歳に至るまで
※母子感染予防（ＨＢｓ抗原陽性の母親か
らの出生児に対する接種）の対象となる児
は定期接種対象外となります。

生後２月から生後９月に至るまで

ヒブ感染症
（インフルエンザ菌による化膿
性髄膜炎、敗血症、喉頭蓋炎な
どの予防）※インフルエンザウ

イルスとは異なります。

※接種開始が以下の場合は回数が異なります。

・生後７月に至った日の翌日～生後12月に至るまでの場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初回２回、追加１回
・生後12月に至った日の翌日～生後60月に至るまでの場合：１回

生後２月から生後60月に至るまで 生後２月から生後７月に至るまで

※いずれかのワクチンかは、医療機関

によって異なります

大分県初！
令和２年度から、年長さんを対象に任

意予防接種（三種混合追加、

不活化ポリオ追加）を全額

助成します。

ただし、津久見市内の医療機関で接種

した場合に限ります。



予防接種実施医療機関

ヒブ・
肺炎球菌

不活化
ポリオ

B型肝炎 四種混合 BCG MR
(麻疹・風疹)

水痘
（みずぼうそう）

※流行性
耳下腺炎
（おたふく）

※ロタ
ウイルス 日本脳炎

二種混合
（DT）

子宮
頸がん

※
三種混合
（追加）
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ポリオ
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※小児イ
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ンザ

高齢者イ
ンフルエ
ンザ

高齢者肺
炎球菌

秋岡医院 82-2617 徳浦本町7番3号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
池邉整形外科 82-3588 津久見浦3825番地の72 × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○
大石医院 82-2014 上宮本町22番14号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
小田クリニック 82-0280 港町9番3号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
小宅医院 82-2015 港町10番24号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
金田医院 82-2881 高洲町19番10号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
小手川内科クリニック 84-9221 網代95番地19号 × × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○
後藤医院 82-3200 中央町30番23号 × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○
つくみクリニック 85-0055 宮本町2番23号 × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○
姫野胃腸科クリニック 85-0369 千怒6045番地の5 × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○
深江医院 82-2348 宮本町9番19号 × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
保戸島診療所 87-2320 保戸島880番地の1 ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
津久見中央病院 82-1123 千怒6011番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市内実施医療機関
定期予防接種は県内契約医療機関
でも接種できます。
※おたふく、ロタ、三種混合、不
活化ポリオ、小児インフルエンザ
は市内のみ助成

電話番号 住所

予防接種の種類

※予防接種は予約が必要です。あらかじめ医療機関に電話予約をしてください。

※津久見中央病院（小児科）：毎月２回（木曜日）１４時～１６時で１歳６か月児までです。 ※小手川内科クリニックは小学生以上が対象です。

高齢者肺炎球菌ワクチン（２３価肺炎球菌ワクチン）を接種したことがない方を

対象に、1人１回、定期接種の機会を設けています。

今までにこのワクチンを過去に接種した方（自費で接種した方も含む）は対象

外です。

【接種期間】令和２年4月1日～令和３年3月31日
【令和２年度の定期接種対象者】

●今までにこのワクチンを接種したことがない①、②の方

（自費接種の場合も対象外です）
●①令和２年度中（令和３年4月1日まで）に以下の年齢になる方

・065歳：昭和30年4月2日 ～ 昭和3１年4月1日 生まれの方

・070歳：昭和25年4月2日 ～ 昭和2６年4月1日 生まれの方

・075歳：昭和20年4月2日 ～ 昭和2１年4月1日 生まれの方

・080歳：昭和15年4月2日 ～ 昭和1６年4月1日 生まれの方

・085歳：昭和10年4月2日 ～ 昭和1１年4月1日 生まれの方

・090歳：昭和05年4月2日 ～ 昭和0６年4月1日 生まれの方

・095歳：大正14年4月2日 ～ 昭和 元年4月1日 生まれの方

・100歳：大正09年4月2日 ～ 大正10年4月1日 生まれの方

②※１の対象の方

【自己負担額】 3,500円 ※生活保護受給者については全額助成

疾病の感染予防、病状の軽減および重症化の防止を図ることを目的に、

令和２年１０月１日からインフルエンザの予防接種に対する助成を行います。

【接種期間】令和2年10月1日～令和3年1月31日

【対象者】 ①接種時に６５歳以上の方

②※１の対象の方

【接種回数】（助成回数） 期間内に１回

【自己負担額】 1,500円 ※生活保護受給者については全額助成

高齢者インフルエンザワクチン定期接種高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種

※１ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓。腎臓、若しくは呼吸器の機能

又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方も対象です

（身体障害者手帳1級相当、身体障害者手帳を医療機関の窓口に提示してください）

【注意事項】

・健康保険証または生活保護受給証明書を持参してください

・事前に医療機関に電話予約をしてください


